
障害者就業・生活支援センターってどんなところ？ 

障害のある方の身近な地域において、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う支援機関で、国と都道府

県から事業を委託された法人が運営しています。 

「働きたい」「働き続けたい」と希望する障害のある方からの相談や、障害のある方の雇用に取り組んでいる

企業、これから取り組みたい企業の皆さまへの相談・支援を行っています。 

 

具体的な支援の内容 

●就労に向けての支援 

・障害特性や経歴等を把握するための面談を行います。 

・就職に向けた準備支援：職業準備訓練や職場実習のあっせん 

・就職活動に関する支援：ハローワークなど就労支援機関と連携した求職活動のサポート 

 

●職場定着のための支援 

・雇用契約の調整 

・職場や家庭訪問により、就労継続できるように支援します。 

・仕事の遂行に関する悩みや同僚とのトラブルなど、困っていることの相談を受けます。 

・ジョブコーチなどを利用し、障害のある人が働きやすい環境を整えます。 

・気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対し復職支援（リワーク）を提供します。 

 

●企業支援 

・法定雇用率の引き上げなどに伴い、「障害者雇用のための作業の用意」や「どのようにコミュニケーション

をとればよいか」など課題を抱えている企業に対し、ハローワークや障害者職業センターと共に相談できる

窓口になっています。 

・障害に関する基本的な知識を必要とされている企業、雇用した人の障害者雇用について、悩んでいる企業か

らの相談を受付けます。 

・安心して長く働けるよう、障害のある方の能力や特性を理解し、双方のニーズの把握や状況確認をしたうえ

で、雇用管理について適正な助言を行います。 

 

●生活面に関する支援 

・生活習慣や健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理について助言を行います。 

・年金申請や福祉サービスの利用、長期的な生活設計なのに関する助言を行います。 

 

●関係機関との連絡調整 

・ハローワーク、自治体、特別支援学校、地域障害者職業センター等、様々な関係機関との連絡調整を行って

います。 

・障害のある方の就業面、生活面の一体的な支援を行います。 

 

私たちが目指す支援 

・障害者就業・生活支援センターのサポートがなくても、障がいのある方が自立して就業生活が送れるように、

会社などと協力しながらナチュラルサポートの提供を心がけています。 


